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飯綱町告示第１０３号 

 

 

令和４年第３回飯綱町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

 

 

令和 ４年 ７月１５日 

 

                       飯綱町長  峯 村 勝 盛 

 

 

１ 期  日  令和 ４年 ７月２１日 

 

２ 場  所  飯綱町役場 議場 

 

３ 付議案件  下記のとおり 

 

議案番号 議   案   名 

議案第４２号 令和４年度飯綱町一般会計補正予算（第５号） 
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令和４年第３回飯綱町議会臨時会 

 

議事日程（第１号） 

令和４年７月 21日（木曜日）午前 10時開会 

      開 会 

      町長あいさつ 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第 42号 令和４年度飯綱町一般会計補正予算（第５号） 

  

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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欠席議員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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開会 午前１０時 

 

     ◎開会及び開議の宣告 

○議長（渡邉千賀雄） おはようございます。皆さん、ご苦労様です。 

  新型コロナが猛威を振るっております。感染対策に十分取り組みながら議員活動をお願いし

たいと思います。 

  ただいまの出席議員は全員であります。 

これより、令和４年第３回飯綱町議会臨時会を開会いたします。 

 

     ◎町長あいさつ 

○議長（渡邉千賀雄） 峯村町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。

峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 令和４年第３回飯綱町議会臨時会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。議員各位におかれましては、臨時議会を招集いたしました所、何かとご多用の中、定刻

までにご出席いただき御礼申し上げます。 

  新型コロナ感染症は、７月に入り新規陽性者数が増加傾向となり、三水小では一部学級閉鎖

の対応も実施してまいりました。保育園や小学校での新規陽性感染者数が多いのが今回の特徴

になっておりますが、クラスター的な発生ではなく、現状では少し落ち着いてきていると判断

しております。これから夏の行楽シーズンやお盆など、人との交流が盛んになる季節を迎えま

す。ワクチン４回目接種の促進や初回、３回目接種の引き続きの実施を行うと共に、お一人お

一人が感染予防対策を徹底されますよう呼び掛けていきたいと思っております。 

さて、今臨時議会にご提案申し上げます案件は、一般会計補正予算（第５号）の１件でござ

います。 

既決の歳入歳出予算のそれぞれに9,448万６千円を増額し、歳入歳出予算の総額を79億6,756
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万１千円とするものであります。今回の補正予算は、歳入はコロナ臨時交付金を主たる財源と

し、歳出では物価高騰に対応する事業や通常のコロナ対策事業を実施するものであります。 

主な事業を申し上げます。 

民生費では全体で 3,148 万７千円を計上しました。低所得世帯を対象として世帯人数に応じ

て１万円から３万円の範囲内において生活支援を行う事業で 420 万円、非課税世帯等を対象と

して、１世帯に 10万円が支給される特別給付金事業で 770万１千円、児童一人当たり５万円が

支給される低所得子育て世帯生活支援特別給付金事業で 200 万円をそれぞれ計上致しました。

通常のコロナ対策事業として、りんごっこ保育園の冷房施設整備等で 1,505 万円、子育て世代

支援施設整備として事務室の感染防止対策工事等で 158万８千円等を計上しております。 

農林水産業費で農業経費高騰緊急対策給付金として 3,000 万円計上いたしました。肥料や農

業資材、ガソリンや軽油などの値上がりに対してその一部を支援するものであり、農業収入の

申告額に応じて１万円から 30 万円の範囲内での支援を行うものであります。50 万円以上の農

業収入農家を対象として考えております。 

商工費では全体で 4,100 万円を計上しました。物価高騰に対する生活支援ということで、

3,500 万円計上致しました。所得制限を設けず、一律一人当たり 3,000 円分の商品券を配布す

るものであります。消費者物価の上昇は町民生活に大きく影響してきます。長期化する物価の

高騰、急激な物価上昇に対しては、全町民を対象とした対応策、支援が必要と考えております。

コロナ対策関連事業として移動販売車購入の補助ということで２台分、600 万円を計上してお

ります。民間の事業者等の２者を予定しております。 

消防費では 248 万円を計上し、避難場所である三水Ｂ＆Ｇの移動式のエアコン整備を計画し

ております。 

教育費では町民会館の整備として簡易テントの購入、非接触型自動水栓施設整備で 129万円、

学校給食における食材の値上がり分の補填として 74 万７千円を主なもとして計上しておりま

す。 

主なものを申し上げましたが、ご提案の際には詳細にご説明したいと思っておりますのでよ
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ろしくお願い申し上げます。 

以上申し上げまして開会のごあいさつと致します。 

 

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（渡邉千賀雄） これより、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第 126 条の規定により、８番 風間行男議員、９番 目須田修議

員、10番 石川信雄議員を指名します。 

 

     ◎会期の決定 

○議長（渡邉千賀雄） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

本臨時会の会期について、議会運営委員長の報告を求めます。清水議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 清水滿 登壇・報告〕 

○議会運営委員長（清水滿） 11番、清水滿です。 

 本日招集されました、令和４年第３回飯綱町議会臨時会の会期及び日程について説明申し上

げます。 

 本日、午前９時より議会運営員会を開催し、慎重に審査をいたしました。 

その結果、会期は本日１日限りといたします。 

 日程案については、会期決定後、議案の提案説明、質疑、討論、採決を行う日程にいたしま

す。 

 以上申し上げ、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（渡邉千賀雄） お諮りいたします。 

本臨時会の会期等については、議会運営委員長の報告のとおりにしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡邉千賀雄） 異議なしと認めます。 

よって、本会議の会期等につきましては、ただいまの報告のとおりと決定しました。 

 

     ◎議案第 42号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（渡邉千賀雄） 日程第３、議案第 42号 令和４年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）

を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。徳永総務課長。 

〔総務課長 徳永裕二 登壇・説明〕（議案第 42号） 

○総務課長（徳永裕二） それでは、議案第 42号 令和４年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）

についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算第５号は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の原油価格・

物価高騰分等が追加で交付されることなどから、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直

面する生活者や事業者に対する支援などについて、追加、変更する補正予算でございます。 

このコロナ交付金につきましては、新型コロナへの対応として効果的な対策であり、地域の

実情に合わせて必要な事業であれば、原則として使途に制限はないものでございますけれども、

その使途は非常に注目されてきていることから、国ではコロナ克服新時代開拓のための経済対

策、またコロナ禍における原油価格物価高騰等緊急対策、このための施策としているところで

ありまして、国の掲げるテーマ、これに合致しなければならないとされているところでござい

ます。後ほど各事業でもどのテーマに該当するかを説明させていただきたいと思っております。 

それでは、議案書並びに議案の提案説明書をご覧ください。議案の提案説明書により、ご説

明いたします。 

補正の概要でございますが、既定の予算に 9,448万６千円を追加し、補正後の予算額を 79億

6,756万１千円とするものでございます。 

歳出とその財源となる歳入の内容をご説明申し上げます。 
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歳出の２款 総務費では、総務一般管理費で 104 万１千円を減額しております。これは、新

型コロナに係る離職者を庁舎の清掃作業等に雇用できないか調整をしてまいりましたが、引き

続き NPO 法人 SUN に委託することとしたため、パートタイム会計年度任用職員の人件費が不要

となったものでございます。文書広報費では 97万７千円を減額しております。これは、当初予

定していたアプリの導入を第２号補正に計上した DX 推進費のデジタル田園都市国家構想推進

交付金で対応することとなり減額するものでございます。移住定住促進助成事業では 1,000 万

円を減額しております。これは、民間賃貸住宅等建設補助金について、当初２棟を予定してお

りましたが、本年度は今のところ１棟となる見込みとなったことから減額するものでございま

す。いずれの事業も、コロナ臨時交付金を充当することとしていたことから、その分、交付金

の充当を減額しております。今回、議案の提案説明書の主な内容の欄に、コロナ臨時交付金充

当ということで減額増額のそれぞれの数字の表示をさせていただいておりますので、併せてご

覧をいただければと思います。中でも移住定住促進助成事業は、900 万円をコロナ交付金の対

象としまして、コロナ交付金減額分 1,100 万円、これにつきましては、他の事業への充当とさ

せていただいております。コロナ臨時交付金を充当する事業については、７月中に国に計画書

を提出する関係から、今回、事業内容を精査し、このように減額の補正も行っております。 

  ３款 民生費では、地域福祉推進事業で、住民税非課税世帯について１世帯１万円から３万

円を給付する低所得者世帯生活支援給付事業を令和４年度も引き続き行うこととし、令和４年

度に非課税となった世帯等への給付に係る費用 420 万円を計上しております。この事業につい

ては、コロナ臨時交付金を充当する事業となります。この事業でございますが、先ほど申し上

げましたテーマですけれども、コロナ禍において物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援、

このテーマに該当するものとして交付金を充当しているところでございます。住民税非課税世

帯等臨時特別給付金事業では、770 万１千円を計上しております。この事業も昨年度から実施

しております１世帯 10万円を給付する国の事業で、令和４年度に非課税となった世帯等も対象

となることから、この給付に係る費用を計上いたしました。この事業については、歳入の 15款 

国庫支出金の住民税非課税世帯等臨時特別給付金 770 万１千円を財源としております。低所得
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子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）は、住民税均等割が非課税の子育て世帯を対

象に児童一人当たり５万円を支給する国の事業で、第４号補正に計上したところですが、高校

生のみの世帯などについて精査したところ 200 万円の追加が必要となったものです。この事業

については、歳入の 15款 国庫支出金の児童福祉費国庫補助金 200万円を財源としております。

南部保育園費、りんごっ子保育園費、さみずっ子保育園費は、３園ともに新型コロナ感染防止

対策としてシリコンマスク、消毒庫の購入費を計上、りんごっ子保育園費では、園児室のエア

コン設置工事及びこれに伴う電気工事に係る費用を計 1,455 万２千円追加しております。子育

て世代支援施設運営事業費では、新型コロナ感染防止対策として事務室の仕切設置工事費及び

消毒庫の購入費を計上しております。これらの事業については、コロナ臨時交付金を充当して

おります。南部保育園費から子育て世代支援施設運営事業費まで、こちらのテーマにつきまし

ては、感染防止策の徹底、このテーマに該当し交付金を充当するものでございます。 

６款 農林水産業費では、農業振興負担金補助金で、農業経費高騰緊急対策給付金として、

50 万円以上農業収入のある農家を対象に、農業収入額に応じて、段階的に１万円から 30 万円

を支給する費用 3,000 万円を計上しております。この事業についても、コロナ臨時交付金を充

当しております。こちらの事業のテーマにつきましては、原油価格高騰対策、この事業者支援

ということで充当するものでございます。 

７款 商工費では、商工振興対策事業で、物価高騰支援や新型コロナに係る経済対策支援と

して、応援チケット発行の飲食店等を除く町内の商店等で使用できる商品券を、町民一人当た

り 3,000 円分配布する応援商品券配布事業に 3,500 万円を計上、コロナ禍で外出自粛を余儀な

くされている高齢者や自ら買い物に行くことが難しい高齢者などの買い物支援として、町内に

おいて移動販売を行う事業者の車両の購入、改造費等を補助する移動販売支援事業に 600 万円

を計上しております。これらの事業についても、コロナ臨時交付金を充当しております。応援

商品券配布事業につきましては、テーマとしましては、原油価格高騰対策ということで、こち

らは生活者支援、このテーマに該当し交付金を充当するものでございますし、移動販売支援事

業につきましては、事業者への支援ということでコロナ禍における事業者の支援、こういった
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ものをテーマとして交付金を充当するものでございます。 

９款 消防費では、防災対策費で、指定避難所の新型コロナ感染防止対策、環境整備として、

移動式エアコンを追加整備する費用 248 万円を計上しております。この事業も、コロナ臨時交

付金を充当しております。こちらの事業のテーマにつきましては、感染防止策の徹底、こちら

のテーマによって交付金を充当しているものでございます。 

10款 教育費では、成人式記念行事費で、オンライン成人式を通常の成人式に変更したこと

で、50万円を減額するとともに、これつきましてはコロナ臨時交付金の対象外としております。

町民会館管理運営費では、指定避難所でもあることから、新型コロナ感染防止対策として、施

設内の水道を非接触型自動水栓に改修する費用 55 万円と組立式テントを購入する費用 74 万円

を計上しております。こちらの町民会館管理運営費につきましては、テーマとしましては感染

防止策の徹底ということで交付金を充当するものでございます。学校給食費では、物価高騰等

に伴う保護者の給食費の負担増を避けるため、賄い材料費の値上り分を町が負担する費用 74万

７千円を増額しております。これらの費用もコロナ交付金を充当しております。学校給食費に

つきましては、テーマとしましてはエネルギー価格高騰への対応、原材料食料等安定供給対策、

こういったテーマに該当し交付金を充当するというものでございます。 

コロナ交付金の充当については増減がありますが、歳入の 15款 国庫支出金の新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金のとおり、7,617万円を今回、増額補正しております。 

歳入ではその他、20款 繰越金で 861万５千円を増額し、財源調整をしております。 

以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○議長（渡邉千賀雄） 説明を終了し、質疑を行います。 

質疑のある方おられますか。目須田議員。 

○９番（目須田修） 議席番号９番、目須田修です。町長にお伺いします。コロナ感染症対応に

対し、この３年間、役人絡みの不正請求、不正受給がニュースにもなっております。国庫支出

とありますが、打ち出の小槌があるのでしょうか。残念ながら労働者の賃金は低いままです。

町長はこのコロナ感染症対応としての政府のやり方をどのように受け止めておりますか。 
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○議長（渡邉千賀雄） 峯村町長。 

          〔町長 峯村勝盛 登壇〕 

○町長（峯村勝盛） 今回の補正に限らず、コロナ対策の約３年に渡って、いろいろな事業が展

開されてきております。議員がご指摘をいただいた不正受給等につきましては、あれは直接町

が関わるというような事業内容はござません。ほとんど国に直結なり、県に直結なりという形

で何か事業を起こし、それに対する支援を求めていくというような関係の事業でございます。

私どもが対応しているのは、住民の皆さん、特に弱者の皆さんへの対策、そしてコロナ感染拡

大を防止するための施設の整備についての各事業者への支援とか、または自分たちの施設の整

備に充当するとか、そういう関係で事業を進めてきました。ただし、議員がご指摘のとおり、

財源は国債の発行なり云々で動いてきておりますから、私はこれからのプライマリーバランス、

特にコロナが安定したときには、やはり国債は税金で返すしか他に道がありませんので、前に

新年度予算でも申し上げましたが、おそらく国はどこかで財政を引き締めてくる、そういうこ

とを予定した財政運営をやっていかなければならないだろうと想定はしております。今のとこ

ろ、私どもが国庫支出金等を受けてやっている事業については、私は適切な算出と適切な歳出

をやっていると判断しております。 

○議長（渡邉千賀雄） 他にありますか。風間議員。 

○８番（風間行男） 議席番号８番、風間行男です。テント購入費 74万円ですが、これは何人分

が使用できるものを何基購入する予定でしょうか。 

○議長（渡邉千賀雄） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） テントにつきましては、５張を予定しております。大きさにつきまし

ては、現在組立式で使っておりますかなり大きなものですので、20人程度は使える大きさだと

思いますけれども、それを５張購入する予定でございます。 

○議長（渡邉千賀雄） 風間議員。 

○８番（風間行男） 関連でお伺いしますが、これ５張購入するのは良いのですが、突風等に対
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応する機材等の購入費はあるのですかないのですか。 

○議長（渡邉千賀雄） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） すでに既存のテントもございますので、そういった付随する備品等に

つきましては、新たに購入する予定はありませんし、すでに手持ちのものもありますのでそう

いったもので対応させていただく予定でおります。 

○議長（渡邉千賀雄） 他にありますか。伊藤議員。 

○13番（伊藤まゆみ） 議席番号 13番、伊藤まゆみです。教育費の成人式記念行事費の関係で、

一時、新型コロナウイルス感染症が落ち着いたということで、オンラインから通常に戻すとい

うふうにお聞きをしていますが、またここへ来てだいぶ流行が大きくなってきているという中

においては、今後の動向を見ながらまたオンラインへというようなことは考えられるのかの確

認をお願いします。 

○議長（渡邉千賀雄） 高橋教育次長。 

          〔教育次長 高橋秀一 登壇〕 

○教育次長（高橋秀一） その点につきましては、７月に入りましてコロナが急速に加速してお

ります。現段階では、成人式自体、飲食を伴う内容はございませんので、十分に三密、感染対

策をとったうえで、実際に来ていただいて開催をしたいという予定でおります。ただ、今後、

蔓延防止、または緊急事態宣言等が発令されれば、延期なり中止をせざるを得ないと思います

し、また行動制限等が出されたときにも検討したいと思っておりますが、現段階ではオンライ

ンによる実施ではなく実際に来ていただいて開催をしたいということで考えております。 

○議長（渡邉千賀雄） 他にありますか。石川議員。 

○10 番（石川信雄） 議席番号 10 番、石川信雄です。７款の商工費についてお伺いしたいと思

います。購買車の車両補助ということですが、補助率を教えてください。 

○議長（渡邉千賀雄） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 
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○産業観光課長（平井喜一朗） 補助率につきましては、今のところ３分の２、上限 300 万円を

予定しております。 

○議長（渡邉千賀雄） 他にありますか。風間議員。 

○８番（風間行男） 議席番号８番、風間行男です。今の関連になりますが、２台の補助金で移

動購買車、業者はもう決定されているのか。あと、運行はどんな状況で運行されるか、この辺

をお聞かせください。 

○議長（渡邉千賀雄） 平井産業観光課長。 

          〔産業観光課長 平井喜一朗 登壇〕 

○産業観光課長（平井喜一朗） 事業者は個人事業者でございまして、今のところ、１件につき

ましては牟礼、三水、１週間に５日運行する予定ということを聞いております。もう１者につ

きましては、まだ具体的な打合せがありませんので運行状況につきましては把握してございま

せん。 

○議長（渡邉千賀雄） 他にありますか。大川議員。 

○12 番（大川憲明） 議席番号 12 番、大川憲明です。このコロナ臨時交付金を使っていろいろ

やるんですけれども、今、飯綱町に流行っているのは聞くところによるとここにも書いてあり

ますけれども、小学生と保育園児が多いと、今現在、７月に入ってから。そういう話をよく聞

くんですけれども、飯綱町にとってはワクチン接種はその子どもたちにはやっているんですか

いないんですか。国では小学生から 10歳以下でも打てるようになっているという話は聞くんで

すけれども、飯綱町では 10歳未満の人にも受けるような指導みたいなことをしているのかどう

か。外国では５歳以下でも打てるようにしていると、アメリカなどはやっていると言っている

んです。日本の国はそうなっていないのはわかっておりますけれども、飯綱町にとっては 10未

満でも現実問題として受けられる状態ですか、それともなっていないんですか。それだけお聞

きしたいんですが。 

○議長（渡邉千賀雄） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 
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○保健福祉課長（永野光昭） 小児の接種ということで５歳から 11歳の接種については、その年

齢に達した方に通知を出して、医療機関では飯綱病院、他長野市の６病医院で受けるような体

制をとっております。本人が受けたい場合は、その病院に直接電話して受けてもらうようにし

ております。 

○議長（渡邉千賀雄） 大川議員。 

○12番（大川憲明） 今、現実問題としては、５歳以上で受けている人がいるということですよ

ね。それを把握しておりますか。 

  そして、例えば、こうゆう状態のときに、町から「なるべく受けてくれ」というそういう指

導はしているのかいないのか。高齢者の場合は、保健福祉課の皆さんがちゃんと送ってくれる

から受ける人が結構いますね。私ももう高齢者で４回目を打ち終わっております。そういう人

は結構いるんだけど、若い人たちが、20代で一回目も受けていない人が大勢いると。そういう

話になっているので、今の BA.５型がすごく流行り始めたと。島根から始まって、東京だも５

割以上そうなっているのではないかと噂されております。そして、昨日の長野県の発表を見る

と、今までの最高の感染者が出たと。長野市は 350 人も、長野市内だけで。飯綱町も今朝の新

聞では７名と。そういうふうになってきているときに、徹底的に感染を予防するには、町の方

からも若者の方にもどんどんと、高齢者きりではなく、若い人たち並びに小中学生に、感染し

ないような対策をぜひ講じてもらいたいと思いますが、そのような考えがあるかどうか、それ

をお聞きします。 

○議長（渡邉千賀雄） 永野保健福祉課長。 

          〔保健福祉課長 永野光昭 登壇〕 

○保健福祉課長（永野光昭） 先ほどの小児の接種、５歳から 11歳の接種につきましては、高齢

者の努力義務ではなくて、勧奨ということでなかなか積極的には広報していないわけですが、

通知の中には、本人また保護者とよく相談して接種をしてくださいというような広報をやって

おります。 

  また、接種の率でございますが、今週の 18 日現在では、５歳から 11 歳、対象 535 人のうち
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１回受けた方が 73人、２回が 58人で、１回目が 13.6％、２回目が 10.3％というような数字に

なっております。しかし、長野市等で受けた場合、月に１回報告が来るわけで、まだ受けた方

の数字が正確ではなく、来月になればもう少し増えているような状況でございます。 

広報につきましては、また引続き検討して対処してまいりたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

○議長（渡邉千賀雄） 他に質疑ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡邉千賀雄） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

これから本案について討論を行います。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡邉千賀雄） 次に原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（渡邉千賀雄） 討論なしと認め、討論を終了し採決を行います。 

この採決は起立によって行います。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（渡邉千賀雄） 起立多数です。 

したがって、議案第 42号 令和４年度飯綱町一般会計補正予算（第５号）は、原案のとおり

可決されました。 

 

◎町長あいさつ 

○議長（渡邉千賀雄） 以上で本臨時会に付された事件は全て終了いたしました。 

ここで、峯村町長より発言を求められていますので、これを許可します。峯村町長。 

〔町長 峯村勝盛 登壇〕 
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○町長（峯村勝盛） 臨時会の閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。先ほどは、ご提案

いたしました案件につきまして、原案どおりのご決定を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  コロナ関連事業などはどの市町村においても実施しているものが多くて、際立ったユニーク

な事業は少ないと感じておりますが、物価高騰に対する農家支援などは飯綱町らしい事業であ

ると感じております。農業振興という大きな課題については、担い手の確保、安定した農業収

入の維持向上など、難題を克服しなければなりませんが、少しでも農業経営の継続への支援に

繋がればと思っております。 

  さて、今日は長野県知事選挙が告示され、８月７日の投票日に向って選挙戦が繰り広げられ

ます。さきの参議院選挙においては、選挙期間中にあってはならない卑劣な蛮行が起りました。

安倍元首相には安らかにご永眠いただきますよう心から願うとともに、このような事件が二度

と起こらないよう強く願っております。選挙制度は民主主義制度の根幹を成すものであります。

これを維持していくことは極めて大切なことでありますが、投票権という私たちに与えられた

権利を行使することも大切なことであります。今回の知事選挙、活発な論戦と多くの皆さんが

投票されますよう願って、閉会の挨拶といたします。 

今日は本当にありがとうございました。 

 

     ◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（渡邉千賀雄） 本日の会議はこれで閉じ、令和４年第３回飯綱町議会臨時会を閉会とい

たします。ご苦労さまでした。 

閉会 午前１０時４０分 
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別紙会議の経過を記載し、その相違ないことを認め、ここに署名する。 

 

 

飯綱町議会議長 

 

８番 

 

９番 

 

10番 
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